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　地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、令和２年度決
算に基づく健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について公表
します。
　健全化判断比率は、４つの指標からなる財政の健全性を判断する
ための指標で、そのうち１つでも基準以上となれば早期健全化団体
となり、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、公表する必要
があります。
　また資金不足比率は、公営企業の経営健全化を示す指標で、基準
以上となった場合、経営健全化計画の策定と公表が必要となります。
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― は、資金不足ではないため、資金不足比率が発生して
いないことを示します。(　)は各公営企業の経営健全化
基準の数値です。
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― は、赤字がないため赤字比率が発生していないことを示します。
(　)は市の早期健全化基準の数値です。
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問合せ先　行財政管理課☎072－433－7266

問合せ先　行財政管理課☎072－433－7266

5.4 21.4－ －

■令和２年度末　市債現在高

一般会計

285億204万円

市民１人あたり

33万4,845円

※金額は端数調整を行い万円単位で表示

　明治22年の市制･町村制施行の際法律上認められ、江戸時代の農村
において、水利権や入会林野を村民総有という形態で使用収益され
ていた財産が、現在の財産区の財産としての母体です。
　現在は、町会や水利組合と協働して、ため池や水路の清掃、草刈
りなどの維持管理を行う特別地方公共団体のことです。
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会  計  名 歳入額 歳出額
形式収支額

(歳入・歳出差引額)
(Ａ)

翌 年 度
繰越財源

(Ｂ)

実質収支額
(Ａ)－(Ｂ)

介護保険事業

後期高齢者医療事業

財   産   区

国民健康保険事業
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会計別決算額
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【財産区】


